
令和８年度　導⼊の必要性と成果⽬標、補助対象機械装置⼀覧《持続性・社会的価値向上対策》

増減 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

算定根拠 現状値・⽬標値の
①の値と単位

現状値・⽬標値の
②の値と単位

現状値・⽬標値
③の値と単位

現状値
⽬標値
算式

★は増加率︓（⽬標値－
現状値）/現状値×100≧

５％⼜は３％
☆は削減率︓（⽬標値－
現状値）/現状値×100≦

－５％
●︓増加(削減)率の算出

不要

飼料給与
関係機械
装置

畜舎温度
制御機械
装置

省エネ・
電⼒安定
供給のた
めの機械
装置

家畜飼養
管理機械
装置

搾乳関係
機械装置

衛⽣管理
⾼度化機
械装置

畜産物管
理・加⼯
機械装置

飼料播
種・追播
⽤機械装
置

飼料収
穫・調製
⽤機械装
置

その他飼
料⽣産関
係機械装
置

スマート農
業関連機
械装置

草地等管
理⽤機械
装置

飼料調製
⽤機械装
置

飼料⽤⽶
調製⽤機
械装置

放牧関連
機械装置

飼料保管
装置

エコフィー
ド調製・
給与関係
装置

堆肥調製
散布関係
機械装置

家畜運搬
関係機械
装置

野⽣⿃獣
侵⼊防⽌
機械装置

畜産・酪
農関係機
械に要す
る動⼒源

その他
（知事特
認関係）

1-1①ア 国産飼料の⽣産・利⽤の促進（北海道） 国産飼料利⽤量の５％以上の増加（北海道） 国産飼料利⽤量 kg/年 ① ★ 〇 × 5%

飼料作付⾯積の５％以上の増加（北海道） 飼料作付け⾯積 ha/年 ① ★ 〇 × 5%

飼料作物種ごとの単収の５％以上の増加（北海道） 作物種1つの単収 kg/10a ［作物種」を記載［参考］ ① ★ × × 5%

1-1①イ 国産飼料の⽣産・利⽤の促進（都府県） 国産飼料利⽤量の３％以上の増加（都府県） 国産飼料利⽤量 kg/年 ① ★ 〇 × 3%

飼料作付⾯積の３％以上の増加（都府県） 飼料作付け⾯積 ha/年 ① ★ 〇 × 3%

飼料作物種ごとの単収の３％以上の増加（都府県） 作物種1つの単収 kg/10a ［作物種」を記載［参考］ ① ★ × × 3%

1-2② 温室効果ガス排出量の削減 温室効果ガス排出量の５％以上の削減 GHG排出量（排せつ物処理） t-CO2/頭 ① ☆ × 〇 -5%

GHG排出量（飼料添加） t-CO2/頭 ① ☆ × 〇 -5%

1-3③ア 家畜ふん尿の堆肥化の促進 家畜ふん尿の堆肥化による販売単価の５％以上の増加 販売単価 円/kg ① ★ × × 5%

家畜ふん尿の堆肥化による販売量の５％以上の増加 販売量 t/年 ① ★ 〇 × 5%

1-3③イ 家畜ふん尿のエネルギー化の促進 家畜ふん尿のエネルギー化による光熱費の５％以上の低
減 光熱費 円/⽉ ① ☆ × 〇 -5% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-1① 雇⽤の創出 飼養管理のために雇⽤する⼈数の５％以上の増加 雇⽤⼈数 ⼈/年 ① ★ 〇 × 5%

飼養管理のために雇⽤する⼈の⼈件費の５％以上の増
加 ⼈件費 円/⼈/年（⼈件費） ⼈（雇⽤⼈数） ①×② ★ × × 5%

2-2②ア 直売への提供等のブランド化 直売等への提供量の５％以上の増加 直売等への提供量 t/年 ① ★ 〇 × 5% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-2②イ 農場HACCP取得等による付加価値向上 販売量 頭/年

販売量 千⽻/年

販売量 kg/年

販売単価 円/頭

販売単価 円/千⽻

販売単価 円/kg

2-3③ 消費者の理解醸成 教育ファームの認証の取得及び来場者数を取組主体等の
常時従業員数×20名以上とする 来場者数 ⼈/年（来場者数） ⼈（常時従業員数）

「●年●⽉●⽇教育ファーム認
証取得」⼜は「●年●⽉教育
ファーム認証予定」のいずれかを
記載

① ● 〇 ×
②⽬標年の
常時従業員
数×20⼈/年

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-4④ 新規就農・経営継承 新規就農者・経営継承者への経営⽀援チームの体制構
築及び３回/年以上の⽀援会議の開催 会議開催回数 回/年 「●年●⽉●⽇チーム体制構築」⼜は「●年

●⽉チーム体制構築予定」のいずれかを記載 ① ● 〇 × 3回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-5⑤ 家畜輸送の社会的課題への対応 家畜市場⼜はと畜場への出荷⽇数⽉15⽇以上 出荷⽇数 ⽇/⽉ ① ● 〇 × 15⽇/⽉

家畜市場⼜はと畜場への出荷頭数の５％以上の増加 出荷頭数 頭/年 ① ★ 〇 × 5%

3-1① 動物福祉の実践 出荷量と販売単価 頭/年（出荷量） 円/頭（販売単価）

出荷量と販売単価 千⽻/年（出荷量） 円/千⽻（販売単価）

出荷量と販売単価 kg/年（出荷量） 円/kg（販売単価）

販売量と販売単価 頭/年（販売量） 円/頭（販売単価）

販売量と販売単価 千⽻/年（販売量） 円/千⽻（販売単価）

販売量と販売単価 kg/年（販売量） 円/kg（販売単価）

3-2② 家畜疾病対策の強化・⾼度化 疾病発⽣率の５％以上の低減 疾病発⽣率 ％ ① ☆ × 〇 -5%

事故率の５％以上の低減 事故率 ％ ① ☆ × 〇 -5%

3-3③ 野⽣⿃獣被害の低減 被害⾯積 a/年

被害⾯積 ⾯/年

被害件数 件/年（頻度など）

被害件数 個/年（牧草ロールなど）

被害件数 袋/年（飼料袋など）

被害件数 頭/年（⽜・豚など）

被害件数 千⽻/年（鶏など）

3-4④ア 希少⾎統の種雄⽜・雌⽜といった多様性の確
保 希少⾎統の種雄⽜造成 計画交配雌⽜頭数 頭/年（希少⾎統の計画交配雌⽜頭数） ① ● 〇 × ＞①現状値

希少⾎統雌⽜の飼養割合を５％以上とする 飼養割合 頭（希少⾎統雌⽜の頭数） 頭（雌⽜総飼養頭数） ①÷②×100 ● 〇 × 5%

3-4④イ 短期肥育⽜・早期出荷素⽜の出荷頭数といっ
た多様性の確保

短期肥育⽜⼜は早期出荷素⽜の出荷頭数を全出荷頭
数の５％以上とする １品種の出荷頭数割合 頭/年（短期・早期の出荷頭数） 頭/年（総出荷頭数） ①÷②×100 ● 〇 × 5% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

導⼊の必要性 成果⽬標の種類

成果⽬標の算定根拠（現状値・⽬標値）
【参考】とある項⽬は現状値・⽬標値の算定には使⽤しませんが参考として⼊⼒して下さい

⽬標値、現状値のルール等 ○が付いている区分が当該「導⼊の必要性」で要望できる機械装置の区分ですが、具体的に要望できる機械装置は「対象機械装置⼀覧（令和5年1⽉19⽇現在︓未定稿）」を参照してください

現状値が
「0」

⽬標値が
「0」

○ ○ ○ ○ ○

増減率の
ボーダー

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○○

○ ○ ○

農場HACCP取得等による販売量の５％以上の増加

「●年●⽉●⽇●●取得済み（HACCP等
取得⽇」⼜は「●年●⽉●●取得予定
（HACCP等取得予定年⽉）」もしくは「付加
価値の内容（HACCP等以外の場合）」のい
ずれかを記載

① ★ 〇

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

× 5%

○ ○ ○ ○

農場HACCP取得等による販売単価の５％以上の増加

「●年●⽉●⽇●●取得済み（HACCP等
取得⽇」⼜は「●年●⽉●●取得予定
（HACCP等取得予定年⽉）」もしくは「付加
価値の内容（HACCP等以外の場合）」のい
ずれかを記載

① ★ × × 5%

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○

動物福祉に配慮して⽣産された畜産物の出荷量の５％
以上の増加及び販売単価の５％以上の増加 ①、②

★

★

〇

×

×

×

○ ○

動物福祉に配慮して⽣産された畜産物の販売量の５％
以上の増加及び販売単価の５％以上の増加 ①、②

★

★

〇

×

×

×

○○ ○

5%

5%

○ ○ ○ ○

5%

5%

○ ○ ○

○

○ ○ ○○ ○

野⽣⿃獣による被害⾯積の５％以上の低減 ① ☆ × 〇

○ ○

○

野⽣⿃獣による被害件数の５％以上の低減 ① ☆ × 〇

○

-5%

○ ○

-5%

○ ○ ○ ○

○

○ ○○ ○ ○○

1)(1)別添①



持続性向上タイプにおける機械装置、成果⽬標、導⼊の必要性の対応表①

1-2② 2-1① 2-3③ 2-4④ 2-5⑤ 3-1① 3-2② 3-3③
ア 飼料 イ 飼料

（北海道）（都府県）

1 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○

8 ○ ○ ○

9 ○ ○ ○

10 ○ ○ ○

11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 ○ ○ ○ ○

13 ○ ○ ○

14 ○ ○ ○

15 ○ ○ ○ ○ ○

16 ○ ○ ○ ○

17 ○ ○ ○ ○

18 ○ ○ ○ ○

19 ○ ○ ○

20 ○ ○ ○ ○

21 ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

No. 機械装置の区分

環境 地域経済・担い⼿ 動物福祉・家畜衛⽣等

1-1① 1-3③ 2-2② 3-4④

GHG イ 短期・早期

飼料給与関係機械装置 ○ ○ ○

新規・継承 家畜輸送 AW 家畜衛⽣ ⿃獣対策 ア 希少⾎統ア 堆肥化 イ エネルギー化 雇⽤ ア 直売 イ 農場HACCP 理解醸成

畜舎温度制御機械装置 ○ ○ ○ ○

省エネ・電⼒安定供給のための機械装置 ○ ○ ○ ○

家畜飼養管理機械装置 ○ ○ ○

搾乳関係機械装置 ○ ○

衛⽣管理⾼度化機械装置 ○ ○ ○

畜産物管理・加⼯機械装置 ○ ○

飼料播種・追播⽤機械装置 ○ ○

飼料収穫・調製⽤機械装置 ○ ○

その他飼料⽣産関係機械装置 ○ ○

スマート農業関連機械装置 ○ ○ ○ ○

草地等管理⽤機械装置 ○ ○

飼料調製⽤機械装置 ○ ○

飼料⽤⽶調整⽤機械装置 ○ ○

放牧関連機械装置 ○ ○ ○

飼料保管装置 ○ ○ ○

エコフィード調整・給与関係装置 ○ ○

堆肥調整散布関係機械装置 ○ ○ ○

家畜運搬関係機械装置

その他（知事特認） ○ ○ ○ ○

野⽣⿃獣侵⼊防⽌機械装置 ○ ○
畜産・酪農関係機械に要する動⼒源となる機
械装置

○ ○ ○ ○



持続性向上タイプにおける機械装置、成果⽬標、導⼊の必要性の対応表②
分類 テーマ 導⼊の必要性 成果⽬標

1-1）国産飼料の⽣産・利⽤ ① ア 国産飼料の⽣産・利⽤の促進（北海道） ① ア 国産飼料利⽤量若しくは飼料作付⾯積⼜は単収の５％以上の増加（北海道）
  イ 国産飼料の⽣産・利⽤の促進（都府県）   イ 国産飼料利⽤量若しくは飼料作付⾯積⼜は単収の３％以上の増加（都府県）

1-2）温室効果ガス排出削減 ② 温室効果ガス排出量の削減 ② 温室効果ガス排出量の５％以上の削減
1-3）資源循環型農業の促進 ③ ア 家畜ふん尿の堆肥化の促進 ③ ア 家畜ふん尿の堆肥化による販売単価⼜は販売量の５％以上の増加

  イ 家畜ふん尿のエネルギー化の促進   イ 家畜ふん尿のエネルギー化による光熱費の５％以上の低減
2-1）雇⽤創出 ① 雇⽤の創出 ① 飼養管理のために雇⽤する⼈数⼜は⼈件費の５％以上の増加
2-2）ブランド化・付加価値向上 ② ア 直売への提供等のブランド化 ② ア 直売等への提供量の５％以上の増加

  イ 農場HACCP取得等による付加価値向上   イ 農場HACCP取得等による販売量⼜は単価の５％以上の増加
2-3）消費者の理解醸成 ③ 消費者の理解醸成 ③ 教育ファームの認証の取得及び来場者数を取組主体等の常時従業員数×20名

  以上とする

2-4）新規就農・経営継承 ④ 新規就農・経営継承 ④ 新規就農者・経営継承者への経営⽀援チームの体制構築及び３回/年以上の⽀援会
2-5）家畜輸送の社会的課題への対応 ⑤ 家畜輸送の社会的課題への対応 ⑤ 家畜市場⼜はと畜場への出荷⽇数⽉15⽇以上若しくは出荷頭数の５％以上の

  増加

3-1）動物福祉の実践 ① 動物福祉の実践 ① 動物福祉に配慮して⽣産された畜産物の出荷量⼜は販売量の５％以上の増加
  及び販売単価の５％以上の増加

3-2）家畜疾病対策の強化・⾼度化 ② 家畜疾病対策の強化・⾼度化 ② 疾病発⽣率⼜は事故率の５％以上の低減
3-3）野⽣⿃獣害防⽌対策 ③ 野⽣⿃獣被害の低減 ③ 野⽣⿃獣による被害⾯積⼜は被害件数の５％以上の低減
3-4）多様性の確保 ④ ア 希少⾎統の種雄⽜・雌⽜といった多様性

    の確保
④ ア 希少⾎統の種雄⽜造成⼜は希少⾎統雌⽜の飼養割合を５％以上とする

  イ 短期肥育⽜・早期出荷素⽜の出荷頭数と
    いった多様性の確保

  イ 短期肥育⽜⼜は早期出荷素⽜の出荷頭数を全出荷頭数の５％以上とする

環境

地域経済・
担い⼿

動物福祉・
家畜衛⽣等


